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②
新
た
な
方
向
性

契
基
本
的
考
え
方

　
特
定
計
量
証
明
事
業
の
認

（ⅰ）定
基
準
 

　
特
定
計
量
証
明
事
業
の
認

定
を
取
得
し
て
い
る
事
業
者

は
、
当
該
事
業
以
外
に
も
試

験
分
析
業
務
を
実
施
し
て
お

り
、
特
定
計
量
証
明
事
業
の

認
定
と
は
別
に
I
S
O
／
I

E
C
1
7
0
2
5
の
認
定
を

取
得
す
る
事
業
者
が
増
加
し

つ
つ
あ
り
、
特
定
計
量
証
明

事
業
認
定
基
準
の
I
S
O
／

I
E
C
1
7
0
2
5
整
合
化

に
対
す
る
期
待
が
高
ま
っ
て

い
る
。
ま
た
、
今
後
、
認
定

事
業
者
の
海
外
事
業
展
開
も

予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
I

S
O
／
I
E
C
1
7
0
2
5

を
当
該
認
定
基
準
と
し
て
完

全
採
用
し
、
国
際
整
合
性
を

図
る
ほ
か
、
付
加
要
件
は
必

要
な
事
項
に
限
定
す
る
。

　
特
定
計
量
証
明
事
業
の
信

（ⅱ）頼
性
の
確
保
 

　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
測
定
値
の

改
ざ
ん
事
案
を
踏
ま
え
、
特

定
計
量
証
明
事
業
の
信
頼
性

を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
と

し
て
、
以
下
の
点
に
つ
い
て

制
度
面
の
見
直
し
を
検
討
す

る
。

　
特
定
計
量
証
明
事
業
の
認

a）定
取
消
と
都
道
府
県
へ
の
登

録
と
の
関
係

　
現
行
法
で
は
、
特
定
計
量

証
明
事
業
の
認
定
を
受
け
、

計
量
法
第
1
0
7
条
に
よ

り
、
都
道
府
県
知
事
の
登
録

を
受
け
な
け
れ
ば
、
ダ
イ
オ

キ
シ
ン
の
濃
度
の
計
量
証
明

を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
計
量

法
第
1
2
1
条
の
5
に
基
づ

き
経
済
産
業
大
臣
が
認
定
を

取
り
消
し
て
も
、
都
道
府
県

知
事
が
登
録
を
取
り
消
さ
な

け
れ
ば
、
特
定
計
量
証
明
事

業
と
し
て
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
濃

度
の
計
量
証
明
を
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
も
の
の
、
計
量

証
明
事
業
と
し
て
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
濃
度
の
計
量
証
明
を
す

る
こ
と
は
で
き
る
（
特
定
計

量
証
明
事
業
の
標
章
を
付
し

た
証
明
書
は
発
行
で
き
な
い

が
、
一
般
の
特
定
濃
度
に
係

る
計
量
証
明
事
業
と
し
て
は

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
濃
度
の
計
量

証
明
が
で
き
る
）
制
度
と

な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
た
め
、
経
済
産
業
大

臣
が
特
定
計
量
証
明
事
業
の

認
定
を
取
り
消
し
た
こ
と
又

は
更
新
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

に
伴
い
登
録
基
準
を
満
た
さ

な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
直

ち
に
当
該
事
業
に
係
る
都
道

府
県
知
事
の
登
録
も
取
り
消

さ
れ
る
よ
う
改
め
る
こ
と
を

検
討
す
る
。 

　
認
定
後
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能

b）の
強
化
 

　
平
成
　
年
3
月
の
不
正
事

16

案
で
は
、
実
際
に
使
用
す
る

試
料
の
差
し
替
え
に
よ
り
不

正
が
行
わ
れ
て
お
り
、
日
頃

の
試
料
の
管
理
の
ず
さ
ん
さ

が
不
正
を
許
し
た
直
接
の
原

因
と
な
っ
て
い
た
。

　
新
規
の
認
定
に
当
た
り
、

試
料
及
び
デ
ー
タ
の
管
理
に

つ
い
て
は
、
特
定
計
量
証
明

事
業
の
実
績
が
な
い
た
め
、

審
査
時
に
お
い
て
は
履
歴
確

認
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら

「
適
切
に
行
う
」
と
表
明
を

受
け
れ
ば
認
定
を
行
う
と
い

う
実
務
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
認
定
の
更
新
に
当

た
っ
て
は
、
履
歴
確
認
等
測

定
実
務
の
実
施
状
況
チ
ェ
ッ

ク
を
徹
底
し
、
ず
さ
ん
で
あ

れ
ば
更
新
し
な
い
と
い
う
運

用
の
強
化
を
図
る
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
、
現
在
、
運
用
に

よ
り
、
認
定
機
関
が
認
定
事

業
所
に
対
し
認
定
期
間
中
に

1
度
行
っ
て
い
る
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
調
査
に
つ
い
て
も
、

一
層
厳
格
な
実
施
が
望
ま
れ

る
。

　
計
量
士
等
の
技
能
の
維

c）持
・
向
上
 

　
計
量
証
明
の
正
確
な
計

測
・
計
量
を
担
保
す
る
上
で

は
、
計
量
証
明
事
業
に
従
事

す
る
計
量
士
を
始
め
と
す
る

従
事
者
の
役
割
が
大
き
い
。

こ
の
た
め
、
計
量
士
等
の
技

能
の
維
持
・
向
上
を
図
る
。

（
前
掲
）

形
具
体
的
方
針

　
特
定
計
量
証
明
事
業
の
認

（ⅰ）定
基
準
へ
の
I
S
O
／
I
E

C
1
7
0
2
5
の
導
入

　
国
際
整
合
性
を
確
保
す
る

観
点
か
ら
、
認
定
基
準
を
I

S
O
／
I
E
C
1
7
0
2
5

と
し
、
法
に
規
定
す
る
こ
と

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
計
量
管
理
者
（
環
境

計
量
士
）
の
任
命
、
技
術
的

能
力
を
担
保
す
る
規
定
等
I

S
O
／
I
E
C
1
7
0
2
5

の
規
定
に
追
加
す
る
要
件
に

つ
い
て
も
規
定
す
る
こ
と
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
特
定
計
量
証
明
事
業
の
信

（ⅱ）頼
性
の
確
保
 

　
特
定
計
量
証
明
事
業
の
認

a）定
取
消
し
と
都
道
府
県
へ
の

登
録
と
の
関
係

　
特
定
計
量
証
明
事
業
の
認

定
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又

は
更
新
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

に
都
道
府
県
に
お
け
る
計
量

証
明
事
業
の
登
録
も
取
り
消

さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を

検
討
す
る
。 

　
認
定
後
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能

b）の
強
化
 

　
特
定
計
量
証
明
事
業
を
行

お
う
と
す
る
者
に
つ
い
て

は
、
計
量
法
第
1
2
1
条
の

2
に
お
い
て
、
事
業
を
行
う

に
必
要
な
管
理
組
織
（
第
1

号
）、事
業
を
適
確
か
つ
円
滑

に
行
う
に
必
要
な
技
術
的
能

力
（
第
2
号
）、
事
業
を
適
正

に
行
う
に
必
要
な
業
務
の
実

施
の
方
法
（
第
3
号
）
に
適

合
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
（
更
新

は
計
量
法
第
1
2
1
条
の

4
）。
ま
た
、こ
れ
ら
要
件
の

い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く

な
っ
た
と
き
に
計
量
法
第
1

2
1
条
の
5
に
お
い
て
、
経

済
産
業
大
臣
は
そ
の
認
定
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と

規
定
さ
れ
て
い
る
。

な
っ
て
お
り
、
国
際
整
合
性

と
い
う
観
点
で
は
理
解
し
に

く
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。

形
特
定
計
量
証
明
事
業
者
の

社
会
的
責
務
 

　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
等
の
極

微
量
物
質
の
測
定
は
国
民
の

健
康
を
守
り
、
環
境
を
保
全

す
る
た
め
、
特
に
正
確
な
計

測
・
計
量
の
確
保

が
求
め
ら
れ
る
。

　
し
か
し
な
が

ら
、
平
成
　
年
3

16

月
、
特
定
計
量
証

明
事
業
者
が
、
発

注
者
か
ら
の
要
請

を
受
け
、
ダ
イ
オ

キ
シ
ン
測
定
値
の

改
ざ
ん
を
行
っ

た
。
経
済
産
業
省
は
、
計
量

法
に
基
づ
く
報
告
徴
収
及
び

立
入
検
査
に
よ
り
事
実
を
確

認
し
、平
成
　
年
　
月
　
日
、

17

11

25

計
量
法
第
1
2
1
条
の
5
の

規
定
に
基
づ
き
、
特
定
計
量

証
明
事
業
の
認
定
取
消
し
処

分
を
行
っ
た
。

　
併
せ
て
、
全
て
の
特
定
計

量
証
明
事
業
者
に
対
し
、
公

正
か
つ
適
正
な
特
定
計
量
証

　
な
お
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

に
係
る
特
定
計
量
証
明
事
業

を
行
う
た
め
に
は
、
特
定
計

量
証
明
事
業
の
認
定
を
受
け

た
後
、
併
せ
て
都
道
府
県
知

事
か
ら
特
定
濃
度
に
係
る
計

量
証
明
事
業
の
登
録
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
第
7

図
及
び
第
8
図
）

契
特
定
計
量
証
明
事
業
の
認

定
基
準
 

　
現
行
の
特
定
計
量
証
明
事

業
の
認
定
基
準
は
、
国
際
的

に
基
準
文
書
と
な
っ
て
い
る

I
S
O
／
I
E
C
1
7
0
2

5
を
基
本
と
し
つ
つ
も
我
が

国
独
自
の
規
定
内
容
（
ダ
イ

オ
キ
シ
ン
類
等
に
係
る
特
定

計
量
証
明
事
業
の
認
定
基
準

（
経
済
産
業
省
告
示
））
と

2006年（平成 18年）6月11日（日）（6）第 2633 号 （第三種郵便物認可）

（
2
6
3
2
号
吋
面
の
つ
づ
き
）

第
3
W
G
の
報
告
書（
案
）咽

4
月
　
日
開
催
、
経
済
産
業
省
別
館
1
1
2
0
会
議
室

14

明
事
業
を
行
う
こ
と
を
文
書

で
要
請
し
た
。

　
計
量
証
明
事
業
者
（
特
に

営
業
担
当
者
）
が
、
発
注
者

（
特
に
発
注
担
当
者
）
か
ら

の
改
ざ
ん
の
要
請
に
応
じ
る

こ
と
は
、
仮
に
目
先
の
利
益

に
な
っ
た
と
し
て
も
、
自
社

の
計
量
証
明
事
業
者
と
し
て

の
企
業
全
体
の
信
用
を
失

い
、
発
注
者
の
企
業
に
も
深

刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
結

果
と
な
る
こ
と
が
、
改
め
て

確
認
さ
れ
た
。

　
そ
の
た
め
、
特
定
計
量
証

明
事
業
の
信
頼
性
を
確
保
す

る
た
め
の
方
策
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。 

径
附
帯
決
議
の
内
容

　
特
定
計
量
証
明
事
業
の
施

行
に
当
た
り
、
計
量
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

　
年
法
律
第
　
号
）
附
則
第

13

54

5
条
に
お
い
て
、「
政
府
は
、

こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を

経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、

新
法
の
施
行
の
状
況
を
勘
案

し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
新
法
の
規
定
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結

果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
」
と
し
て
お
り
、

特
定
計
量
証
明
事
業
導
入
時

の
国
会
の
附
帯
決
議
（
参
議

院
・
経
済
産
業
委
員
会
（
平

成
　
年
5
月
　
日
）
及
び
衆

13

24

議
院
・
経
済
産
業
委
員
会（
平

成
　
年
6
月
　
日
））を
踏
ま

13

13

え
て
見
直
す
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。 

　
認
定
基
準
の
要
件
と
し
て

参
加
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
技
能
試
験
に
お
い
て
、
測

定
項
目
（
デ
ー
タ
）
の
多
く

に
許
容
範
囲
か
ら
外
れ
る
も

の
が
あ
っ
た
場
合
に
は
是
正

措
置
を
行
い
、
是
正
が
十
分

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
次

回
更
新
時
に
確
認
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
、
技
能
試
験
の

結
果
に
よ
り
認
定
の
取
消
し

を
行
っ
た
事
例
は
な
い
。
し

か
し
、
能
力
が
低
い
特
定
計

量
証
明
事
業
者
が
多
い
と
の

指
摘
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
今

後
は
、
技
能
試
験
や
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
に
お
い

て
、
そ
の
成
績
が
一
定
基
準

以
下
で
あ
っ
た
場
合
は
、
再

試
験
等
を
経
て
、
計
量
法
第

1
2
1
条
の
2
第
2
号
に
定

め
る
技
術
的
能
力
を
有
し
な

い
も
の
と
し
て
、
更
新
を
し

な
い
こ
と
や
認
定
を
取
り
消

す
こ
と
に
つ
い
て
運
用
の
強

化
を
検
討
す
る
。

　
特
定
計
量
証
明
事
業
の
従

c）事
者
に
対
す
る
研
修

　
計
量
証
明
事
業
と
同
様

に
、
計
量
士
を
始
め
と
す
る

従
事
者
の
技
術
や
適
正
な
判

断
力
、道
徳
的
基
盤
の
維
持
・

向
上
や
、
計
量
証
明
事
業
の

能
力
・
品
質
の
確
保
を
図
る

た
め
、
民
間
団
体
等
に
よ
る

講
習
会
を
支
援
す
る
。（
前

掲
）

　
附
帯
決
議
へ
の
対
応

（ⅲ）　
附
帯
決
議
へ
の
対
応
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
編
集
部
注
：
省
略
。
附
帯

決
議
へ
の
対
応
は
表
組
で
2

6
1
4
号
韻
面
に
掲
載
し
て

い
ま
す
）　
　
　（
お
わ
り
）

注 1）特定計量証明事業を行おうとする者
は、都道府県知事の登録を受けることが必
要（法第 107 条）。 

第 8図 特定計量証明事業
経済産業大臣 

・事業区分の制定
・特定計量証明認定機関の指定

特定計量証明認定機関 経済産業大臣
（NITE 事務委任 ) 

認定特定計量証明事業者 
（注1）ダイオキシン類
等の濃度の計量証明事
業の実施 

証明書の交付  

認
　
定
 

第 7図 特定計量証明事業の標章 
認定を受けた特定計量証明事業者は、以
下の標章を付して証明書を交付すること
ができる。 
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